
群馬県道路交通法施行細則 の一部改正

群馬県道路交通法施行細則 の一部 を改正 し、平成 22年 4月 1日 か ら施行 に

な りま した。 これ によ り、駐車禁止除外標章の交付基準及び駐車許可の手続 き

の一部が変わ りま した。

◎ 主な改正点

○ 駐車禁止除外標章交付基準の見直 し

肝機能障害 「1級 か ら 3級 までの各級 (身 体障害者手帳 )」
0「 特別項症

か ら第二項症 までの各項症 (戦傷病者手帳 )」 が追加 されま した。

○ 駐車禁止除外指定車標章 (以 下 「標章」 とい う。)の交付方法 を本人交

付 に変更 しま した。

○ 標章 を返納す る理 由について明確 に規定 しま した。

○ 駐車許可の対象 と申請 に対す る審査基準 を見直 しま した。

駐 車 禁 止 除 外 関 係

1 駐車禁止 の規制 の対象か ら除 く車両について

駐車禁止 の規制 の対象か ら除 く車両を次の 3と お

(1)緊急 自動車のよ うに、公共性 が極 めて高 く、緊

場所 に対応す ることが必要な用務 に使用 中の もの

(2)道路維持作業用 自動車の よ うに、公共性 が高 く

に対応す ることが必要な用務 に使用 中の もの

(3)身体障害者等で歩行 が困難な者 が現 に使用 中の

他専 ら歩行が困難 な者 を輸送す るための車両であ

のもの

2 身体障害者等への標章交付基準について

(1)身体障害者手帳・戦傷病者手帳の交付 を受 けている方で、次表 に該 当す

るもの

障害 の 区分 障害 の級別 重度障害の程度

視覚障害 1級か ら 3級 までの各級及

び 4級 の 1

特別 項 症 か ら第 四項症

までの各項症

聴覚障害 2級及 び 3級 特別 項症 か ら第 四項 症

までの各項症

平衡機能障害 3級 特別 項 症 か ら第 四項 症

までの各項症

上肢不 自由 1級、 2級 の 1及 び 2級 の

2

特別 項症 か ら第 二項 症

までの各項症

下肢不 自由 1級 か ら 4級 まで の各級 特別 項症 か ら第 二項症

までの各項症

体幹不 自由 1級 か ら 3級 まで の各 級 特別 項 症 か ら第 四項症

までの各項症

乳 幼 児 期 以 前

の非 進 行 性 の

脳 病 変 に よ る

運動機能障害

肢

能

上

機

1級及 び 2級 (一 上肢 のみ

に運動機 能 障害 が あ る場合

を除 く )

移  動 1級及 び 2級

りに整理 しま した。

急 に、広域 かつ不特定な

、広域かつ不特定な場所

車両及び患者輸送車その

って、その輸送 に使用 中



機  能

心 l10機能 障害 1級及 び 3級 特別 項症 か ら第 二項症

までの各項症

じん臓機能障害 1級及 び 3級 特別 項症 か ら第 二項症

までの各項症

呼吸器機能障害 1級及 び 3級 特別 項 症 か ら第 二項症

までの各項症

ぼ うこ う又 は直腸 の機

能障害

1級及 び 3級 特別 項症 か ら第 二項 症

までの各項症

小腸機能障害 1級及 び 3級 特別 項症 か ら第 二項症

までの各項症
ヒ ト免 疫 不 全 ウイル ス

による免疫機能障害

1級 か ら 3級まで の各級

肝機能障害 1級か ら 3級 まで の各級 特別 項症 か ら第二項症

までの各項症

(2)療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付 を受 けている方で、次表 に該

当す るもの

区 分 障害の程度

知的障害者 最重度 (Al)、 重度 (A2、 A3)
精神障害者 1級
(3)小児慢性特定疾患児手帳の交付 を受 けてい る色素性乾皮症 の方

3 標章の交付方法 の変更について

身体障害者等で歩行が困難 な方への標章の交付 については、車両特定交付

か ら身体障害者等本人に対す る交付へ変わ ります。

※ 車両を所有 していない方で も、前 2の標章交付基準 に該 当す る方 は、標

章交付が受 け られます。

※ タクシー等 を利用す る場合 も標章が使用できます。

4 標章を不正に使用 した場合の返納 について

標章は、交付 を受 けた理 由以外 に使用できません。

標章に記載 された注意事項 を遵守 して くだ さい。

違反 した場合 には、標章 を返納 して もらうことにな ります。
この制度 を県民の皆様 に理解 していただ くためにも、 目的に添 った使用 を

お願い します。

5 申請方法 について

(1)申 請先

申請者 の住所地又は事務所の所在地 を管轄す る警察署交通課

(2)受付時間

土 。日曜、祝 日、年末年始の休 日を除 く 8:30～ 17:15
(3)申 請書類等

ア 標章交付 申請書

イ 添付書類等

(ア)住 民票 の写 し

(イ)標 章交付 の対象 となるものであることを疎明す るもの (身体障害者



手帳、療育手帳、診断書等 の写 し)

※ 申請書の用紙 は各警察署 にあ ります。 申請書及び添付書類等 は、

2部提 出 して くだ さい。 この申請 に手数料 はかか りません。

駐 車 許 可 関 係

1 駐車許可の対象 と許可の判断について

駐車許可については、その対象 を画一的に限定す ることな く、駐車せ ざる

を得 ない特別 の事情がある場合 において、 申請 に係 る駐車の 日時、場所、用

務及び駐車可能な場所 の有無 について審査 を行い、許可の可否 を判断す るこ

ととします。

2 審査基準について

次の審査基準各項 目のいずれ にも該 当す る場合 に許可を します。

(1)駐車す る 日時・場所

ア 駐車によ り交通 に危険を生 じ、又は交通 を著 しく阻害す る時間帯・場

所でない こと。

イ 駐車に係 る用務の 目的を達成す るため、必要な時間を超 えて駐車す る

ものでない こと。

ウ 駐車禁上の規制 のみが実施 されてい る場所 (無余地 となる場所及び放

置駐車 となる場合 にあっては、法定駐車禁止場所 を除 く。)で あること。

(2)駐車 に係 る用務

ア 駐車に係 る車両以外 の交通手段 によつたのでは、その 目的を達成す る

ことが著 しく困難 と認 め られ る用務であること。

イ 5分 を超 えない時間内の貨物 の積卸 し、その他駐車違反 とな らない方

法 によることがお よそ不可能 と認 め られ る用務であること。

ウ 道路交通法第 77条 (道路 の使用の許可)第 1項各号 に規定す る行為

を伴 う用務 でない こと。

(3)駐車可能な場所の有無

次 に掲げる範 囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止 されていな

い道路の部分 のいずれ も存在せず、又は これ らの利用がお よそ不可能 と認

め られ ること。

ア 重量又は長大な貨物 の積卸 しで用務先 の直近 に駐車す る必要がある車

両にあっては、当該用務先 の直近

イ その他 の車両にあっては、当該用務先か らおおむね 100メ ー トル以

内

3 申請方法 について

(1)申 請先

駐車 しよ うとす る場所 を管轄す る警察署交通課

(2)受 付時間

土 。日曜、祝 日、年末年始 の休 日を除 く 8:30～ 17:15
(3)申 請書類等

ア 駐車許可 申請書

イ 添付書類等

(ア)申 請 に係 る場所及びその周辺の見取図



(イ)申 請 に係 る用務 を疎 明す る書面

(ウ)申 請 に係 る車両の 自動車検査証の写 し

(工)車 両の運転者 の 自動車運転免許証の写 し

※ 申請書の用紙 は各警察署 にあ ります。 申請書及び添付書類等は、
2部提 出 して くだ さい。 この申請 に手数料 はかか りません。

※  「緊急 かつやむ を得 ない」 と認 め られ る場合 には、電話等で 申請

を受 け付 ける制度 もあ りますので ご相談 くだ さい。

◎ 問い合わせ先

申請場所 を管轄す る警察署交通課

前橋警察署   (0272520110)   大泉警察署   (0276 62 0HO)
前橋東警察署  (027225-0110)   館林警察署   (027675-OHO)
高崎警察署   (0273280110)   桐生警察署   (0277-43-0110)
藤 岡警察署   (0274220110)   渋川警察署   (0279-23-0110)
富岡警察署   (0274-62-0110)   沼 田警察署   (0278-22-0110)
安 中警察署   (0273810110)   吾妻警察署   (0279-68-0110)
伊勢崎警察署  (0270-26-OHO)   長野原警察署  (0279-82-OHO)
太 田警察署   (0276-33-0110)

群馬県警察本部交通規制課管理指導係 (027243-0110)内 線 5173


